
 

令和３年度 文教委員会資料 
 

 

 

【陳情の審査】 

 

 

陳情第１１０号 

 

「川崎市犯罪被害者等支援条例」に伴い、登戸児童殺傷事件被害者への継続した支援と支援内

容の充実を求めることに関する陳情 

 

 

 

   資 料   「川崎市犯罪被害者等支援条例」に関する陳情について 

 

   参考資料  新たな犯罪被害者等支援施策について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 民 文 化 局 

（令和３年１２月９日） 

1



 

 

「川崎市犯罪被害者等支援条例」に関する陳情について 

 

〇陳情第１１０号  

 「川崎市犯罪被害者等支援条例」に伴い、登戸児童殺傷事件被害者への継続

した支援と支援内容の充実を求めることに関する陳情 

 

１ 陳情の要旨について 

  「川崎市犯罪被害者等支援条例」について、被害者への継続した支援、教育

との連携等の検討、就学後の児童への支援を求めます。 

 

２ 本市の考え方について 

（１） 被害者への継続した支援（要旨１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 

◎ 犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号。以下「基本法」とい

う。）第５条において「地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害

者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団

体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と

定められている。また、第１１条において「国及び地方公共団体は、犯罪

被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするた

め、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な

情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介

する等必要な施策を講ずるものとする。」と定められている。 

 

◎ 川崎市犯罪被害者等支援条例案（以下「条例案」という。）第７条にお

いて「市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことがで

きるよう、犯罪等により直面している様々な問題について相談に応じ、必

要な情報の提供及び助言並びに関係機関等との連絡調整を行うものとす

る。」と定めている。 

 

◎ 条例案第１条において「犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定める

こと」としており、第８条で規定している給付を伴う新たな支援等につい

ては、別途要綱を定め、対象者や要綱の適用日等を規定することを予定し

ているが、第７条で規定している「相談及び情報の提供」については適用

日等を定めないため、条例制定前に犯罪に遭われた方も対象となると考え

ており、ワンストップ支援窓口での面談等により、ニーズを伺った上で、

様々な施策につなげていきたいと考えている。 
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（２）教育との連携等の検討（要旨２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）就学後の児童への支援（要旨３） 

   
◎ 基本法第１４条において「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理

的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするた

め、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービス

が提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。」と定められている。 

◎ 条例案第１条において「犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定める

こと」としており、第８条で規定している給付を伴う新たな支援等につい

ては、別途要綱を定め、詳細を規定することを予定している。  

◎ 他都市の状況、有識者会議の意見などを総合的に勘案し、支援内容や要

綱の検討を行っていきたいと考えている。 

 

◎ 基本法第４条において「国は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者

等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と定め

られている。 

◎ 条例案第４条において市の責務として、「市は、前条の基本理念にのっ

とり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援の

ための施策を総合的に策定し、及び実施しなければならない。」と定めて

おり、児童などが犯罪の被害に遭った場合は、教育委員会等と連携を図

り、児童生徒及びその保護者に対して、寄り添った支援を行っていきたい

と考えている。 

◎ 基本法第２０条において「国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動

等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は

生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深めるよう必要な施

策を講ずるものとする。」と定められている。 

◎ 条例案第９条において「犯罪被害者等を地域社会で孤立させないように

するため、犯罪被害者等が置かれている状況並びに二次被害及び再被害の

防止の重要性について、市民の理解を深めるよう啓発活動その他必要な措

置を講ずるものとする。」と定めている。 

◎ 今後、学校との連携のあり方や学校における教育及び支援の取組につい

て、教育委員会と検討していきたいと考えている。 
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〇定義：「犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。」（犯罪被害者等基本法第 2条） 

〇犯罪被害者等は、命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされ、財産を奪われるという目に見える被

害（一次被害）に加え、その後に発生する様々な二次被害や再被害にも苦しめられるため、きめ細

かな支援が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 犯罪被害者等の定義等 

二
次
被
害 

①心身への影響(精神的なショック、身体的な不調、後遺症、PTSD) 

【データ】被害者の 77％が不眠、76％が疲労、50％がうつ状態(※) 

 

 

②生活上の問題（経済的問題、転居、子どもの保育） 

③周囲の言動(周囲の人等からの心無い言動) 

【データ】43％が友人・知人の言動から、25％が役所で傷ついている(※) 

④捜査や裁判への対応（捜査等に伴う精神的・時間的負担や苦痛） 

※東京都令和元年度犯罪被害者等の実態に関する調査結果報告書より 

一次被害 

命を奪われる 

傷害を負う 

財産を奪われる 

新たな犯罪被害者等支援施策について 

〇平成 20 年 5 月に「犯罪被害者等支援相談窓口」を設置し、相談員（警察 OB）による面接又は電

話相談を行っている。（令和 2年度相談件数 25 件） 

〇令和 2年市内刑法犯罪名別認知件数 

  凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 総 数 

川崎市 61 541 4,553 359 84 612 6,210 

 

県が原則支援対象とする被害者  145 人（認知件数の 2.3％） 

県サポステで支援を受けた市民は 42 人（認知件数の 0.7％） 

市の支援相談窓口へ相談した被害者  0 人（認知件数の 0.0％） 

（３） 川崎市 

※凶悪犯：殺人、強盗、強制性交等 

※風俗犯：強制わいせつ罪等 

 当該状況下で次の課題に対応 

犯罪被害者等基本法 

〇制  定：平成 16 年 ・・目的 犯罪被害者等の権利利益を保護 

〇役割分担：第 5条「地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との

適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定

し、及び実施する責務を有する。」 
 

第４次犯罪被害者等基本計画（令和 3～7 年度） 

〇国が、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な促進を図るため、法に基づき策定（平成

17 年～）。第 4次基本計画のポイントとして、地方公共団体における犯罪被害者等支援をあげて

おり、その他に地方公共団体に対して、次の事項の要請、啓発等を行うこととしている。 

 

① 地方公共団体による見舞金制度等の導入促進等 

② 公営住宅への優先入居や目的外使用の取扱いの推進 

③ 被害直後からの生活支援に関する取組が適切になされるよう啓発・情報提供 

④ 総合的対応窓口等の充実の促進、公認心理師等の専門職の活用 

 

【データ】令和 3年度犯罪被害者白書 

政令指定都市のうち見舞金制度を導入した割合（9市 45％） 

２ 犯罪被害者等支援の現状と背景

（１） 国  

犯罪被害者等支援シンボルマーク 

「ギュっとちゃん」 

（２） 神奈川県 

〇県では、「神奈川県犯罪被害者等支援条例」（平成 21 年施行）に基づき、 

支援推進計画を策定し、総合的・計画的に取組を行っている。 

 ｢かながわ犯罪被害者サポートステーション（以下県サポステという。）」を 

設置し、県、県警察、神奈川被害者支援センターの 3機関が一体となって 

支援を提供している。 

 

 

〇支援対象：原則として、殺人、傷害、性犯罪等により心身に被害を受けられた方やその家族等 

〇支援内容： 

 

 

 

〇支援実績：のべ 233 人、のべ 1,313 回支援、875 回の相談受付を実施(令和 2年度) 

〇広報啓発：神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進協議会を母体とした県民運動の展開 

法律相談 
（2回まで） 

カウンセリング 
（10回まで） 

ホテル宿泊 
（3日以内） 

県営住宅一時利用 
（原則 3か月以内） 

生活資金貸付 
（不測の経費用） 

（４） 川崎市犯罪被害者等支援有識者会議における意見（令和 2～3 年度） 

〇令和 2～3年度に実施した有識者会議において、犯罪被害者等支援の推進について、次のような意

見があった。 

 

 ・初期から中長期にかけて途切れることなく支援できるような制度が望ましい。 

・県では支援対象が限定されていて、カバーできない犯罪被害者等が存在するので、市で支援 

して欲しい。 

 ・市民が生活上で困ったことがあった時に最初に頼ろうと考えるのは、県ではなく市であるが、 

犯罪被害者等からの相談件数が少ないのは、窓口の認知度が低いためである。 

・市の条例に加えて市民・事業者の理解・協力があって、支援スキームというのが出来上がる。  

サポート 

ステーション 

県 

民間支援 
団体 県警察 

4

参考資料　令和３年１１月１８日文教委員会報告資料



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 本市の課題 

〇登戸で発生した刺傷事件など、本市において痛ましい大規模事案も発生しており、基礎自治体とし

て犯罪被害者等に寄り添った支援が求められているため、既に支援を実施している県との役割分

担を踏まえた上での支援制度の構築は喫緊の課題である。 

        【市の現状】             【犯罪被害者等支援に必要なもの】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

            

事件発生から途切れることのない支援及

び中長期的な支援が必要 
〇犯罪被害者等に特化した支援がなく、既存制度は 

様々な要件があり、開始までに時間がかかる。 

相談や支援につなげられるワンストップの

相談窓口と、その広報が必要 

〇相談窓口の利用が少なく広報が不足している。ま

た、窓口において既存施策を活用しようとしても

寄り添った支援ができていない。 

犯罪被害者等にとって周囲の人や職場な

どの理解や市の窓口等で対応する職員の

配慮が必要 

〇市民、事業者や庁内に対して、犯罪被害者等の状

況について理解等を伝える施策を行っていない。 

４ 本市における今後の犯罪被害者等支援施策 

〇方向性 

犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、本市の姿勢を明確にするため、犯罪被

害者等に特化した条例を制定するとともに、県でカバーできない犯罪被害者等の支援を行うなど基

礎自治体として寄り添った支援の拡充を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現

を目指す。 
 

〇市と県の役割分担 

県は①初期対応中心（被害発生後 0～3か月）②重大犯罪の犯罪被害者等中心③広域的な広報啓発 
 

市は①初期だけではない中長期的な支援 

②重大犯罪の犯罪被害者等に加えて 

支援を必要とする犯罪被害者等を支援 

③身近な地域における広報啓発 
 

〇施策内容 

 ①犯罪被害者等に特化した支援の実施   ：日常生活支援、経済的支援、住居支援、相談支援 

 ②犯罪被害者等を支援するための体制整備 ：専門職の配置、職員研修、支援員支援                                   

 ③被害者等の状況や相談窓口の広報啓発  ：市民・事業者・庁内への広報、啓発 

生活支援を中心とした 

きめ細やかな支援を実施 

住み慣れた地域で 

暮らし続けるための 

セーフティーネット 

新たな犯罪被害者等支援施策について 

被害発生 

初期対応（0～3 か月） 中長期対応（4 か月～2 年） 

警察署・ 

被害者支援室 

県 初動期 

支援 

県 

日常生活支援等 

市 

中長期支援 

（既存施策も

含める） 

市 

【施策イメージ】 

５ 支援対象 

（１）県の支援が受けられる犯罪被害者等（相談及び情報の提供・日常生活等支援） 

「凶悪犯（殺人・重傷傷害（全治 1か月以上）、風俗犯（性犯罪）、重大な交通事件（危険運転致死

傷罪、死亡、全治 3 か月以上の重傷事件等）」については、他の犯罪被害と比べ、特に犯罪被害者等

の心身に対してのダメージが大きく、日常生活に支障をきたし、きめ細かな生活支援が求められてい

るため、県との役割分担の上、綿密に連携を図り、本市において日常生活支援・住居支援・経済的支

援等を実施し、スムーズに既存施策へ繋げるよう、ワンストップ支援窓口においてコーディネートを

行う。 

（２）県の支援が受けられない犯罪被害者等（相談及び情報の提供） 

「粗暴犯（傷害、暴行等）、知能犯（詐欺）等）」については、心身や財産上の被害に加えて、二次

被害により再被害への恐怖感や精神的に不調となるため、市で犯罪被害者等に特化したカウンセリン

グや法律相談を実施した上で、必要があれば既存施策へ繋げるようコーディネートを行う。また、交

通事件の被害者のうち、心身に被害を受けても、県の支援対象とならず、支援が受けられない場合に

ついて、上記の犯罪被害者等と同様の支援を行う。  

（例）特殊詐欺に遭い、精神的なダメージを負い、引きこもり状態の高齢者に対してカウンセリング

を行い、専門的な支援を実施後に、区役所地域みまもり支援センター等の既存施策へ繋ぐ。 

（２）条文構成 

６ 条例案の概要 

（１）条例について 

犯罪被害者等基本法の趣旨に則り、犯罪被害者等支援について市としての基本理念を定めた上で、

市・市民等・事業者の責務をそれぞれ定め、地域全体で犯罪被害者等を支える地域社会を目指すとす

るもの。また、犯罪被害者等に特化した支援について定めるとともに、二次被害を生じさせないよう

に人材の育成や市民等への啓発活動等についても条例で定める。 

１ 目的   ６ 事業者の責務      １１ 市民等への啓発活動等 

２ 定義   ７ 相談及び情報の提供  １２ 支援の制限 

３ 基本理念  ８ 日常生活等への支援  １３ 意見の反映 

４ 市の責務  ９ 人材の育成   １４ 委任 

５ 市民等の責務    １０ 民間支援団体への支援 

ワンストップ

支援窓口 

市 

相談支援 

市 

連携 
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〇背景 
犯罪被害者等は精神的ケア、刑事手続等への関与など種々の場面での専門的な支援が必要となる。

県でカウンセリングや法律相談を実施しているが、対象範囲が狭く、市で実施しているのは一般的な
弁護士相談である。 
 
〇新規取組 
犯罪被害者等の多岐にわたる相談に応じるため、犯罪被害者等に特化した専門的な相談を実施す

る。 

〇背景 
犯罪被害者等は多くの問題に直面するが、自身で支援施策ごとの様々な窓口で相談せざるを得ず、

こうした状況は時として二次被害を生じさせることもあるため、必要な支援を適切に提供できるワン
ストップの支援窓口が求められている。 
 

〇新規取組 
犯罪被害者等が、二次被害を被ることなく支援を受けられるようにするためには、ワンストップ窓

口の設置及び職員の資質向上が必要であることから、①専門職の配置、②職員研修、③支援員支援（支
援する際の法的問題や心理的問題を支援）を行い、犯罪被害者等を支えるための体制を整備する。 

７ 相談及び情報の提供 

（１）体制整備（基本法 11 条 相談及び情報の提供） 

（２）相談支援（基本法 11 条 相談及び情報の提供） 

新たな犯罪被害者等支援施策について 

（３）住居支援（基本法 16 条 居住の安定） 

〇背景 

「自宅において犯罪被害に遭う」、「犯人が逮捕されていない」など、犯罪被害者等が現在の住居に

住み続けることが困難になるため、支援が必要である。 

 

〇新規取組 

犯罪被害者等に対する再被害の防止や安全を図るため、①緊急避難に関する支援、②転居に関する

支援③市営住宅の活用について新たな支援を実施する。 

〇背景 
犯罪に遭うことで、突発的に支出（医療費、葬祭費等）が増加するほか、生計維持者が亡くなった

場合などは世帯の収入が途絶するが、県の支援は貸付金であり、市は既存施策の対象になった場合の
み支援を行っている。 
 

〇新規取組 
犯罪被害者等が生活に困っている時に、簡易・迅速に支給される犯罪被害者等に特化した見舞金の

制度を実施する。 

（１）経済的支援（基本法 13 条 給付金の支給に係る制度の充実等） 

（２）日常生活支援（基本法 14条 保健医療サービス及び福祉サービスの提供等） 

８ 日常生活等への支援 

〇背景 
犯罪に遭うことで、身体的、精神的にも日常生活を送ることが困難となる上に、刑事手続きに関わ

るなど生活が一変する。県サポステは、生活支援は実施しておらず、市の既存施策では、対象に該当
する場合のみ支援実施。 
 

〇新規取組 
犯罪被害者等の生活を支えるため、家事等や保育などの生活支援について、犯罪被害者等に特化し

た新たな支援を実施する。 

〇背景 

犯罪被害者等は周囲の無理解な言動から二次被害を受けることがあり、犯罪被害者等の状況につい

ての啓発は、国や県において犯罪被害者週間を中心とした広報を実施しているが、本市においても広

報啓発が必要である。 

また、ワンストップ支援窓口について、必要とする犯罪被害者等が円滑に利用できるよう、市民・

事業者・庁内や犯罪被害者等に一番早く接する機会がある警察に対して広報・周知が必要である。 

 

〇新規取組 

犯罪被害者等の二次被害防止及び犯罪被害者等が安心して暮らせるよう、市民・事業者・庁内・警

察に対して、犯罪被害者等の状況の広報・啓発を実施するとともに、ワンストップ支援窓口の広報・

周知を実施する。 

 

９ 市民等への啓発活動等（基本法 20条 国民の理解の増進）

１０ スケジュール 

 令和３年度 令和４年度 

 8 月      9 月     10 月      11 月       12 月       1 月    2 月 3 月 
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